
パブリック・コメント制度は、

市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから
広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう
という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）
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広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう
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市民のみなさん
のお声を、お聴
かせください。

（お問合せ先）
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 産業文化部産業振興室商工勤労課

Tel 0797-77-2011 Fax 0797-77-2171パブコメ

創造都市・宝塚の実現に向けて

宝塚市では、

宝塚市産業振興ビジョン（案）
宝塚市商工業振興計画（案）

について、市民のみなさんからのご意見
を募集しています。

募集期間

令和３年（20２１年）
１月21日（木）から

２月19日（金）まで

Make our city.

“つくる”をいっしょに。



令和３年（2021 年）１月２１日 

宝塚市 産業文化部 産業振興室  

 

 

 

 

１ 宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）とは 

（１）宝塚市産業振興ビジョン（案） 

人口減少時代及び少子化・高齢化社会が更に進行し、厳しい経済社会状況が今後も続く

ことが想定されます。そのような状況においても産業振興を通じて地域経済の活性化と雇

用の促進を図ることで、本市産業が持続的に発展していくことが期待されます。 

そのためには産業と地域社会が調和した豊かで質の高い市民生活を実現するとともに、

子どもや若者が生き生きと暮らしたくなるまちを目指し、宝塚市産業振興ビジョンを策定

します。 

 このビジョンは、「第６次宝塚市総合計画」及び「宝塚市産業振興基本条例」のもと、産

業全体の重点的な施策・事業を絞り込むための「ビジョン」として位置づけ、産業関連個

別計画（宝塚市農業振興計画（更新中）、宝塚市商工業振興計画（策定中）、宝塚市観光振

興戦略（更新中）に共通する、宝塚市産業振興にかかる上位の根本的考え方を示すもので

す。 

 

（２）宝塚市商工業振興計画（案） 

宝塚市産業振興ビジョンに掲げる将来目標を達成するために、本市の商工業に関する施

策の基本方向を明らかにするとともに、今後取り組む主な施策を位置づけ、計画的に進め

ていくことを目的として策定します。 

この計画は、「第６次宝塚市総合計画」を上位計画、「宝塚市産業振興基本条例」に基づ

く「宝塚市産業振興ビジョン」を本市の産業振興に係る基本的考え方とし、それらを踏ま

えた商工業振興の具体的取組内容を記載したものです。 

 

２ 宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画策定（案）の経過 

 このビジョン（案）・計画（案）の策定にあたり、令和元年（2019 年）11 月、市産業

活力創造会議に計画策定に関し諮問し、知識経験者１人、市長が適当と認める者３人、

公募による市民２人の合計６人の委員で、令和元年 11 月～令和２年 11 月に５回の審議

が行われました。 

 産業活力創造会議の委員名簿は、別添のとおりです。 

 

３ 宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）のポイント 

 （１）宝塚市産業振興ビジョン（案） 

本市には豊かな地域産業資源や文化芸術資源があり、全国的に知名度のある「宝塚ブ

  
宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）への意見募

集について 



ランド」が育まれてきました。本市が有する創造性・革新性の源泉を活用し、新たな視

点で産業振興に取り組むことで、市民や事業者の誰もが生き生きと働き、暮らし、活動

する「創造都市・宝塚」の実現に取り組みます。 

その実現に向け、戦略の方向性を以下３点とし、施策・事業に取り組みます。 

（１）イノベーションを創出する新たな担い手の育成 

（２）事業者や支援機関、市民との交流・連携の創出 

（３）ブランディングの強化による宝塚ファンの創出 

 

（２）宝塚市商工業振興計画（案） 

行政だけの計画にとどまらず、市民とともに、つくり、変えていきたいという思いを

込め「Make our city. “つくる”をいっしょに。」をスローガンとしています。 

また、この計画の推進によって達成される【結果】だけでなく、みんなで創り上げて

きたという【過程】をも大切にすることで、“私の”“あなたの”ではなく、“私たちの宝

塚”と感じることができるようになり、さらなるシビックプライドの醸成につながると

考えています。 

上記スローガンのもと、基本方向を以下の３点とし、取組を推進します。 

（１）あらたな担い手、あらたな事業を 

（２）まちの活性化を、みんなの手で 

（３）みんなが誇る、宝塚ブランドを 

 

４ 意見募集の目的 

 宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）策定の趣旨や

内容等について、広く公表し、市民の皆様からの意見を反映するため、意見

募集を行います。 

 なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

① 宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）に対する

意見募集 

② 別紙「意見提出用紙」 

③ 宝塚市産業振興ビジョン（案）の概要・宝塚市産業振興ビジョン（案） 

④ 宝塚市商工業振興計画（案）の概要・宝塚市商工業振興計画（案） 

 

５ 宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）の公表方法に

ついて 

 市ホームページ及び市の窓口にて公表しています。 

①市ホームページ（http://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

・産業文化部産業振興室商工勤労課のページ 

・トップページから「産業振興ビジョン」または「商工業振興計画」で検索

するか、または「検索用 ID：1039749」を入力し検索することもできます。 



二次元コード 

②市の窓口 

・市役所商工勤労課、市民相談課、各サービスセンター・サービスステー 

ション・宝塚商工会議所で公表しています。 

  

６ 意見の募集期間 

 令和 3 年（2021 年）1月 21 日（木）から令和 3 年（2021 年）2 月 19 日（金）

まで 

 

７ 意見の提出方法 

別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、案に関する意見を記載して提出

してください。なお、別の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用

紙」に記載のある項目（氏名、住所、電話番号等）すべてを明記してください。 

意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）

が分かるように記載してください。 

 提出方法は、市役所商工勤労課へ持参・郵送・ファクシミリ・電子メール

のいずれかの方法により、募集期間内にご提出ください。ただし、郵送の場

合は、令和 3年（2021 年）2月 19 日必着とします。 

ただし、電話などによる口頭での意見提出はできません。 

  

８ 提出先・問い合わせ先 

 〒665-8665 （住所記載不要）「市役所産業文化部産業振興室商工勤労課」 

電話番号      ０７９７－７７－２０１１ 

ファクシミリ    ０７９７－７７－２１７１ 

電子メールアドレス m-takarazuka0066@city.takarazuka.lg.jp 

市役所所在地    宝塚市東洋町１番１号 

（商工勤労課は市役所２階です。） 

 

９ 意見の公表について 

 氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただい

た意見（パブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそ

れのある情報等を除き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の

考え方とともに市ホームページで公表するほか、市役所商工勤労課（２階）、

市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション・宝塚商工会議所

で配布します。 

なお、提出いただいた意見に対し、個別回答はしませんのでご了承ください。 

 

１０ 個人情報等の取扱について 



氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切

使用、提供しません。 



宝塚市産業活力創造会議委員名簿

構成 任　期

知識経験者 H30.11.5～R3.4.30

市長が適当と認める者 H30.11.5～R3.4.30

市長が適当と認める者 H30.11.5～R3.4.30

市長が適当と認める者 H30.11.5～R3.4.30

H30.11.5～R3.4.30

H30.11.5～R3.4.30

神尾
カミオ

 友治
トモハル

今里
イマザト

 有
アリ

利
トシ

株式会社ファミリーエイジェンシー

株式会社今里食品

名　前（敬称略） 所　属

◎濱田
ハマダ

 恵三
ケイゾウ

地域ブランド戦略研究所

（◎会長）

公募による市民

矢野
ヤノ

 浩臣
ヒロオミ

宝塚高原ゴルフ株式会社

中村
ナカムラ

 梓
アズサ

公募委員

湯浅
ユアサ

 忠
タダシ

公募委員



別紙「意見提出用紙」 （   枚の内、  枚目） 

宝塚市産業振興ビジョン（案）・宝塚市商工業振興計画（案）に対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見締切り】令和 3 年（2021 年）2 月 19 日（金）必着 

【お問い合わせ・提出先】宝塚市役所 産業文化部 産業振興室 商工勤労課（商工勤労課は、市役所２階です。） 

〒665-8665 宝塚市東洋町 1-1 

TEL： 0797－７７－２０１１ FAX：  0797－７７－２１７１ 

E-ｍａｉｌ： m-takarazuka0066@city.takarazuka.lg.jp 

〇氏名または名称  

〇住所または所在地  

※ 住所が市外の場合は、次のうち該当するものにチェックを入れてください。 

□市内在勤 □市内在学 □その他  

〇連絡先(電話番号) (メールアドレス)  

※ 上記の記述がないものや正確に記載されていない場合は受付できません。  

※ この枠内の情報は公表しません。また、上記の個人情報につきましては、厳正に保管し、他の目的に使用、提供しません。 

【意見】 

※ 該当する項目を選んでください。 

□ 宝塚市産業振興ビジョン（案）の全般に関すること 

□ 宝塚市商工業振興計画（案）の全般に関すること 

□ 特定の部分に関すること 

□宝塚市産業振興ビジョン（案）  □宝塚市商工業振興計画（案） 

 ページの    行目からの部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※用紙が足りない場合は、お手数ですが、コピーしていただきますようお願いします。 


